
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号

司
法
試
験
受
験
手
数
料
令

内
閣
は
、
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四

十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
（
司
法
試
験
法
及
び
裁
判
所
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十

八
号
）
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
司
法
試

験
受
験
手
数
料
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
百
三
十
四

号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
司
法
試
験
の
受
験
手
数
料
の
額
）

第
一
条
　
司
法
試
験
法
第
十
一
条
第
一
項
の
司
法
試
験
の

受
験
手
数
料
の
額
は
、
二
万
八
千
円
と
す
る
。

（
司
法
試
験
予
備
試
験
の
受
験
手
数
料
の
額
）

第
二
条
　
司
法
試
験
法
第
十
一
条
第
一
項
の
予
備
試
験
の

受
験
手
数
料
の
額
は
、
一
万
七
千
五
百
円
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
一
三
日
政
令
第
一

八
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第

四
〇
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
電
子
出
願
（
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
行
う
出
願
を
い
う
。
）
を
し
た
者
が
納
付

す
べ
き
司
法
試
験
及
び
司
法
試
験
予
備
試
験
の
受
験
手

数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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